（その他の契約用）

選挙運動用自動車燃料供給契約書
　姶良市議会議員選挙　立候補者　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、選挙運動用自動車の使用に関する公費負担制度に基づき、燃料の供給について次の通り契約を締結する。

　（目的）
第1条　甲は、乙から供給を受ける燃料の代金について、「姶良市議会議員及び姶良市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき、姶良市に対し請求を行うものとする。

　（供給期間）
第2条　本契約に基づく燃料の供給期間は、
　　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　年　　　　月　　　　日までとする。

　（供給方法）
第3条　乙は、甲の指定する選挙運動用自動車（登録番号：　　　　　　　　　　　　）に対し、乙が運営する給油所において燃料を供給するものとする。

　（燃料単価の決定）
第4条　燃料の単価は、供給当日において乙が店頭で掲示する販売価格（消費税を含んだ額とする。以下「当日店頭価格」という。）を適用するものとする。
　（契約金額）
第5条　本契約の総額は、供給期間中に実際に供給した数量に、前条の単価を乗じた額の合計とする。
2　前項の金額が、姶良市の定める公費負担限度額（1日あたり7,700円×期間日数）を超える場合、その超過分については甲が乙に対し直接支払うものとする。

　（確認及び書類の交付）
第6条　乙は燃料を供給する都度、供給量及び単価を記載した伝票等を作成し、甲に交付しなければならない。また、選挙終了後、速やかに「燃料代確認書」等の必要書類を甲に提出するものとする。

　（疑義の解決）
第7条　本契約に定めのない事項、または本契約に関して疑義が生じた事項については、甲、乙及び姶良市選挙管理委員会が協議して定めるものとする。
　　　　　　年　　　　月　　　　日
（甲：立候補者） 住所：
　　　　　　　　 氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（乙：供給業者） 住所：
　　　　　　　　 名称：
　　　　　　　　 代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
